
一般社団法人 関東学校給食サービス協会  

令和 7 年度事業計画 

 

事業方針 

 当協会は、学校教育の一環である給食事業の一翼を担うものとして自覚と責任を持ち、児童・生

徒の心身の健全な発育に寄与すべく安全・安心で美味しい給食の提供を続けるため協会会員各社に

おける衛生管理の徹底、及び調理従事者の資質の向上を図っております。 

 この方針を実施するための定款に基づき、5 つの委員会の企画運営により、令和 7 年度も下記の

通り事業を推進して参ります。 

 

１．学校給食に関する情報及び資料の収集、交換又は問題点、課題などの協議及び研究 

（定款第 4 条 1 項一号） 

 〇社員総会及び懇親会  定時社員総会 5 月 19 日（月） 15：00～／明治記念館 鳳凰 

懇親会 5 月 19 日（月） 16：30～／明治記念館 蓬莱 

 

 〇賀詞交歓会   令和 8 年 1 月 14 日（水）17：00～19：00／大手町サンケイプラザ  

 

 〇夏期講習研修会 受講説明会・合同会議 5 月 27 日（火） 14：00～ 

              ／エッサム本社ビル ３階グリーンホール 

 〇各種委員会 会議 

 通常理事会  （2 回） 第 1 回 4 月 18 日(金) 13：15～ 

／エッサム神田ホール 2 号館 B01 号室  

    第 2 回 令和８年 3 月 17 日（火）13：15～ 

／エッサム神田ホール 1 号館 601 号室 

 三役会(各委員会総括) 4 回 4 月・9 月・12 月・3 月 

 総務委員会  2 回   6 月・11 月 

  ／特別委員会(2026 年度学校給食使用消耗品共同仕入れ研究)   4～5 回／年(随時) 

 危機管理研究委員会 2 回   6 月・10 月(2 月講習会) 

 教育技術研修委員会 4 回  4 月・5 月・10 月・12 月 

  ／特別委員会(第 25 回 2025 年夏期講習研修会オンデマンド 講演 B 講義資料作成) 

          5～6 回／年(随時) 

 広報委員会  1～2 回  6 月～11 月 

 

２．学校給食サービス業務向上を目的とした調査及び教育研修の実施 

（定款第 4 条 1 項二号） 

 〇学校給食受託状況調査(毎年)  1 都 9 県公立小・中学校会員会社受託状況 

 ○学校給食実施状況調査(隔年・1 都 9 県外部委託状況) ／広報委員会   

 〇定期講習会(レベル別夏期講習研修会)／教育技術研修委員会・特別委員会(講演 B) 

オンデマンド動画配信 期間：7 月 25 日（金）～9 月 10 日（水） 

講演 A-1：衛生管理 基礎編 



   

「基礎から学ぶ学校給食における衛生管理 part1・2」栗田 滋通 氏 

 

講演 A-2：衛生管理 上級編 

「HACCP に沿った学校給食の衛生管理－食中毒編－」服部 大 氏 

講演 B：「事例から学ぶ異物混入防止対策 Part2」2025 年夏期（講演 B）特別委員会 

会場開催：7 月 25 日（金）神奈川県立音楽堂 

7 月 28 日（月）練馬文化センター 

7 月 31 日（木）市川市文化会館 

8 月 19 日（火）埼玉会館 

特別講演：「学校給食における食物アレルギー対策」今井 孝成先生・吉原 重美先生 

「学校給食における食中毒対策」甲斐 明美 氏 

講演 B：「事例から学ぶ異物混入防止対策 Part2」2025 年夏期（講演 B）特別委員会 

 

〇企業向け動画配信型教育サービス「Lakeel Online Media Service〈LOM〉」システム導入 

   「学校給食指導者養成講座」2025 年度リニューアル開講／教育技術研修委員会 

  〇テーマ別講習研修会(年 1 回) 

 危機管理対策講習会 2 月頃／危機管理研究委員会 

 

 ３．学校給食サービス業務を通じ、児童・生徒等に食育及び保健・栄養についての啓発 

（定款第 4 条 1 項三号） 

  〇協会 HP 更新及び協会案内等を利用しての啓発活動  ／広報委員会 

  〇雑誌、広告媒体による啓発活動(記事・広告掲載) ／広報委員会 

 

 ４．災害時等における危機管理対策（定款第 4 条 1 項四号） 

  〇学校給食事故分析他、諸問題への対応 ／三役会・危機管理研究委員会 

 

 ５．学校給食サービス業務における環境対策（定款第 4 条 1 項五号） 

  〇公的機関（文部科学省・教育委員会・保健所）との情報交換 

夏期講習研修会への協力及び後援依頼、結果報告(年 2 回訪問) 

  横浜市食品衛生責任者指定講習会実施 

 

６．その他本協会の目的達成に必要な事業（定款第 4 条 1 項六号） 

  〇フードシステムソリューション 2025 協賛、参加 (10 月 15 日(水)～17 日(金)) 

  〇学校給食使用共同仕入商品(消耗品)の選定(2026 年度版)／(総務)特別委員会 

  〇各種関連団体主催の情報交換会への協賛、参加 

  〇教育委員会 他への講師派遣などの協力 

  ○公益社団法人 日本食品衛生協会「令和 7 年度ノロウイルス食中毒予防強化期間」協賛 

期間：令和 7 年 11 月 1 日（土）～令和 8 年 1 月 31 日（土） 

 


